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目黒区教育委員会

目黒区学校運営協議会制度のあらまし

１ 学校運営協議会制度（コミュニティスクール）とは

平成１６年に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、教

育委員会の判断で、学校を指定し、学校の運営に関する協議機関として「学校

運営協議会」を置くことが可能となりました。

学校運営協議会制度とは、地域の公立学校の運営に保護者、地域住民等の声

を生かす新しい仕組みです。

２ 「信頼される学校づくり」を推進するために

目黒区では、学校評議員制度の活用、保護者・地域・子どもによる学校評価

アンケートの実施、第三者による学校評価、学校公開の充実など開かれた学校

運営を進めていますが、「めぐろ学校教育プラン」に定めた、「信頼される学校」

づくりをさらに進めるとともに、教育委員会基本方針に定めた「学校・家庭・

地域が連携した地域ぐるみの教育の振興」を図るために本制度を導入しました。

３ 制度導入のねらい

本制度の導入により、保護者や地域が学校とともに子どもや学校の課題を解

決していく～いっしょに創り支える「信頼される学校」～を目指しています。

〇学校運営に保護者や地域住民の声を直接反映していくことで学校教育への参

画意識を高めるとともに、コミュニケーションを活発にしながら一層開かれ

た学校運営を進めていきます。

〇学校運営協議会が、学校長の経営方針やリーダーシップを支援するとともに

学校改善の提案などを行うことで学校経営が強化され、特色ある学校運営が

進められるようにしていきます。

〇学校の教育活動への地域人材の活用、学校の地域活動への参加など学校と保

護者・地域との連携活動が一層活発に行われるようにしていきます。

〇信頼される学校づくり（めぐろ学校教育プラン）

〇学校・家庭・地域が連携した地域ぐるみの教育の振興

（教育委員会基本方針）

学校評議員制度、保護者・地域・児童生徒による学校評価アンケート、第

三者による学校評価、学校公開、地域教育懇談会、学校運営協議会
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４ 学校運営協議会のしくみ

（１）学校の指定

教育委員会では、学校運営協議会の設置を希望する学校長の申請に基づき、

学校の保護者や地域の意向等を踏まえ学校を指定します。指定期間は２年とし

ています。（再指定可）

※モデル校の指定

本制度は平成 20 年度から 23 年度まで、モデル校２校を指定し、その活動を

平成 24 年度に評価した上で、今後の方向等を検討しています。

（２）委員の構成

委員の総数は１０名以内で次の構成としています。学校長の推薦（④は除く）

に基づき教育委員会が任命します。

① 指定校に在籍する児童生徒の保護者

② 指定校の通学区域に所在する区民

③ 指定校の教職員

④ 教育委員会が必要と認める者

（３） 委員の任期

２年間（１回まで再任可）

（４） 委員の服務等

委員は、特別職の地方公務員として秘密を守る義務が課されるとともに、非

行、地位利用などがあった場合は解任されます。

（５） 委員の活動

委員は、学校運営協議会の会議（月１回程度）へ出席するほか、資質向上の

ための研修への参加、学校運営の状況を把握し理解するための学校訪問等を行

います。

（６）協議会の主な仕事

〇教育課程の編成、学校経営等に関する学校長の基本的な方針の承認を行い

ます。

〇学校運営全般に関して、学校長又は区教育委員会へ意見を申し出ることが

できます。

〇指定校の教職員の人事等に関して都教育委員会へ意見を申し出ることがで

きます。

〇その他学校長から求められた事項についての審議を行います。
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（７） 委員の報酬

月額１０，６００円（２３年度実績）

（８） 協議会の運営方法

〇会に会長及び副会長を置きます。

〇会議は原則公開とします。

〇協議会には部会等必要な組織を置くことができます。

〇協議会はその活動状況に関する情報を保護者や地域へ発信します。

（９）教育委員会の指導助言等

〇教育委員会は、協議会が円滑に活動できるよう、委員の研修、専門家の派

遣等を行います。

〇教育委員会は、協議会の活動実績が認められない場合や、協議会としての

合意形成が行えない場合は学校の指定を取り消します。

（１０）学校評議員との関係

学校運営協議会導入校では、学校運営協議会委員が学校評議員としての役

割も果たしていくため、学校評議員を置かないこととします。

（１１）その他

学校運営協議会導入校においても、学校長がこれまでどおり学校運営の責

任者であることに変わりはありません。学校長は学校運営協議会の意見を尊

重しながら学校運営を行うことになります。

＜問合せ先＞

目黒区教育委員会事務局 教職員・教育活動課

電話 ５７２２－９２７９


